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第一章 は じめに

紋章は紋様(図 柄)で 表わした章(し るし)

であり,言 い替えればシンボルマーク(標 章)

である。シンボルの対象は人又はその集団であ

り,個 人か ら国,国 際機関まで紋章で象徴 され

る。

紋様は文字より古く,象 形文字の原形であり,

森羅万象すべてがそのモチーフになる。天地紋,

動植物,器 物等を単独に象ったもの,文 字を図

案化 したもの,そ の組合せなど多種多様である。

紋様は衣服や身近な器物,鏡,刀 剣,兜,鎧,

盾等の武器や,旗,幟,馬 具,乗 物,建 築物,

更には証書,記 章,貨 幣,勲 章,商 標(ブ ラン

ド,ト レー ドマーク)等 に識別の目的で表示さ

れる。

日本古来の紋章を 「家紋」又は 厂紋どころ」

とも言う。ヨーロッパの紋章学者はヨーロッパ

古来の紋章(ト ーナメン ト紋章学の規定を満足

す る完全 紋 章)を 正 しい紋 章(英 語 で は

HERALDRY,BLAZON,ARMORIAL ,

BEARINGS,FAMILYCREST)と して,そ

れ以外 の紋 章(EMBLEM,BADGE,SYM-

BOL,TRADEMARK)と 区別 している。文字

の普及 しなかった頃は,紋 章と印章の区別がな

かった。後 に,識 別の目的で紋章を,認 証効果

のためには印章をと使い分けるようになってか

らも,紋 章の図柄 を印章に,印 章の文字を紋章

に採 り入れたようである。聖刻文字を楕円で囲

った古代エジプトのツタンカーメン王(紀 元前

14世紀)の 印章は紋章を兼ねたものであり,沖

縄で家紋を屋判(ヤ ーバ ン)と 云うのは紋章を

印判として用いたからであろう。又,単 純な紋

章は,秘 密組織の会員や罪人を識別するための

烙印,入 墨紋にも利用される。

完全紋章

ツタ ンカー メ ンの 印章
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紋章は,地 域,時 代の社会体制と工芸技術の

水準に応 じて発展 したもので,日 本では仏教を

中心とする大陸文化が伝来した6世 紀頃(大 和

朝時代)に 彫像,仏 具の工芸品に施 された紋様

を選んで器物に表示 したこと,中 国では紀元前

11世紀の周の時代に,着 衣の色と紋様,数 によ

って,着 用者の身分,階 級を識別したこと,西

洋では12世紀の十字軍の遠征の頃に,武 器,馬

具等に印した色,紋 様によって軍団,宗 派を識

別 したことが紋章の発展を促 したようである。

紋章は,先 用と専用特権によって識別の目的を

果 し,着 用者又は表示する器物の家系,所 属,

出所(ル ーツ),権 威を誇示することに役立ち,

商品に表示することによって,装 飾,信 用,宣

伝の効果と独占販売の利益を生むなど,紋 章の

効用は大きい。特異な例であるが,中 世のヨー

ロッパで,フ リーメーソンと呼ばれる熟練石工

の秘密結社の会員が,国 境を越えて工事に参加

する場合に,秘 密に登録された紋章を身分証明

書の代 りに提示してフリーパスできたことも知

られている。

家紋は個人紋をベースにして作 られるのが普

逋であり,個 人紋がそのままの形で,或 は原型

+α(改 変)で 直系,傍 系の子孫に継承 される

場合に,こ れを家紋と言う。紋章の使用が王候

貴族に始まったことは,発 生した時代と地域の

隔たりに関係なく共通の現象であるが,そ の後

の発展には差異が見 られる。紋章がシンボルの

対象と運命を共にするのは当然であり,武 装の

近代化がヨーロッパ古来の紋章の衰退を招き,

中国やエジプトで,王 室の滅亡とともに紋章が

断絶したことは,こ れを物語るものである。又,

社会体制の民主化にともなう政治,経 済活動の

活性化が標章類の発展を促し,今 日の紋章文化

が形成 されたことも事実である。

ヨーロッパでは,13.14世 紀に市民権が大幅

に認められてから,登 録印章と同じ図象の市民

紋章が普及した。日本では始めから紋章の法的

規制がなかったために,江 戸期以降,家 紋の使

用は一般庶民にも拡がり,第 二次世界大戦後,

都市,会 社等の紋章や商標類の使用もヨーロッ

パ並みに多くなった。

日本とヨーロッパの古来の紋章は今日の紋章

文化の二大源流と言える。両者は時と所を別に

して無関係に発生 したものであるが,長 い間,

洋の東西において,華 麗な紋章文化の花を咲か

せたのである。最近見 られる諸種の紋章の図象

は,日 本とヨーロッパの古来の紋章をベースと

してデザインされたものが多い。

したがって,両 者の歴史的背景 と代表的な図

象を比較して,諸 種の紋章を観察すれば,二 者

の特質と紋章文化の流れを理解することができ

る。要約すればヨーロッパの紋章 は,武 器特に

盾をベースとして展開 した派手な図象で,金 属

的な硬い感 じであるが,こ れに反 し,日 本の紋

章は主に植物,花 弁等の図柄を丸,四 角,菱 形

の枠内に浮き出させた優美で柔かい感 じのもの

が多い。華麗な感 じは共通 しているが,感 覚的

な相異点がそのまま両者の紋章文化の特質であ

ると考える。

第二章 日本の家紋

1.歴 史的背景

紋章が広く使われるようになったのは平安時

代の末頃(12世 紀)で ある。当時の公家達はそ

の家紋を乗物(牛 車)や 調度品につけ,各 家庭

の専用として,自 他共に認め合った。武士は戦

いの折に,味 方の目印として旗や幕に家紋をつ

けたが,鎌 倉幕府以後は,合 戦の度に使用され,

家紋の利用は急速に拡まった。武士の働き振 り

は,そ の家紋によって明らかにされ,論 功行賞

にも役立ったものである。室町時代には家紋の

種類も殖え,様 々な変種 も見 られる。天皇が信

任厚い下臣に,贈 る家紋を下賜紋 と言い,武 士

の子孫は,そ れを名誉として永く受継いだと言

われる。亀 山天皇以来,徳 川時代まで皇室が

代々の将軍に菊,桐 紋を下贈するのが通例であ
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ったが徳川家康は皇室御下贈の菊紋 を辞退 した。

家康が葵紋を専用とし,同 一紋の使用を厳禁 し

たことは,葵 紋の絶大な効果を意図した為であ

ろう。豊臣秀吉は下賜された桐紋を大阪城にも

印 して,そ の権威 をPRし,家 来にも広 く分

け与えたので,桐 紋は普及 した。江戸時代は平

和が続き,生 活にも余裕が出来たため,家 紋は

益々装飾的傾向をもつようになった。始めは武

士が身分と威儀を正すために裃に目印として用

いる程度であったが,輪 郭を飾 り,紋 様を加え,

優美なデザインを考案して,替 紋を作 り,非 公

式の場合にはこれを用いた。替紋を作った場合

に,元 の紋を定紋(じ ょうもん)と 云う。

定紋は,幕 府に届けて,妄 りに変更すること

は許されなかったので,こ れを正紋又は本紋 と

も言い,旗 や幕にも印したので,武 功の紋 とも

呼んだ。此の頃には,一 般の庶民も武士に做 っ

て家紋を使うようになった。彼等は家格,苗 字

(明治3年,平 民に苗字は許された)も 無かっ

たか ら,歌 舞伎役者や遊女などが称号と共に用

いた紋を真似たりして,安 易な気持ちで家紋を

作 り,装 飾的感覚で,こ れを誇 りにした。幕府

もこれを咎 めず,「葵の御紋」以外 は殊更に拘

束 しなかった。想思の男女が,双 方の家紋を組

合わせて作った比翼紋は此の時代に生まれた。

加賀紋(色 付きの紋),伊 達紋(文 字,絵 入 り),

鹿の子紋(絞 り染)な ども考案されて,江 戸の
イキ ダ テ

遊人たちは 「粋」と 「伊達」振 りを誇ったもの

である。明治になって幕藩体制が崩れたために

紋章の効用は薄れ,洋 服の着用が殖えると共に

家紋の使用 も減った。第二次世界大戦以後,家

族,世 襲の制度は失われたが,最 近,雛 人形や

五月人形に,婚 礼の衣裳や家具等に家紋復活の

兆 しを見ることができる。

2.主 な図象

家紋の基本的パターンは,菱 形,三 角,亀 甲,

縞,格 子,波 形等の幾何学的模様,雲,霞,日

月等の天文,山,川,海,岩 石等の地文,ぼ た

ん,蓮,ぶ どう,ざ くろ,菊,松,竹,梅,百

合,藤 等の植物,孔 雀,お しどり,雁,獅 子,

馬,蝶,と んぼ等の動物,楽 器,食 器,矢 羽根

等の器物 を図案化 した単独又は組合せの図柄で,

これに丸 とか四角を加えたり,一 部を省略した

りして約7000種 以上に殖えている。庶民が農具,

下駄,傘,提 灯,木 材,牛 馬,船 の帆等に印し

た家紋には実用的で簡略な図柄が用いられた。

又,武 士が戦争で旗や幟に表示 して遠 くから味

方を識別するためにも適当な図柄と色が選ばれ

た。次に最もよく知られた家紋の代表的な図柄

を示す。

(1)菊 紋

鎌倉期の始め,後 鳥羽上皇は,衣 服から調度

品,懐 紙,車,刀 剣類に至るまで菊紋 を付けら

れたので,朝 臣の人々はこの紋の使用を遠慮 し,

後深川,亀 山の二上皇,御 宇田天皇もこれを受

け継いだために,菊 紋は天皇家の御紋 となった。

後醍醐天皇が楠正成に賜わったのは菊水紋であ

る。

天皇家 十六菊 高松宮家 菊水

(2)桐 紋

桐は鳳凰の棲む尊い木として信仰 された。桐

紋は菊紋と同様に天皇家の御紋として,臣 下は

使用出来なかったが,後 醍醐天皇が建武の新政

に武功のあった足利尊氏に桐紋を下賜 され,尊

氏は更に下臣に分 け与えたので,江 戸期には多

くの大名,幕 臣が桐紋を用いた。

五三桐 五七桐 上杉桐
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(3)葵 紋

戦国時代には松平,伊 奈,島 田の諸氏が葵紋

を用いていたが,い つれも賀茂神社の神主,

氏子であった。江戸期に入り葵紋は徳川家一

門の占用紋として定着 した。

オモダカ

(6)沢 瀉紋
クワ イ

オモダカは食用にする慈姑を図案化 したもの

で,武 将は 「オモダカ勝草」との縁起をかつい

で,こ れを家紋にした。

沢瀉鶴 向う沢瀉 丸に立ち沢瀉

徳川葵 尾州三っ葵 本多立ち葵

(4)藤 紋

藤紋は藤原氏の家紋で,そ の流れをくむ内藤

一族の下紋は 「下 り藤紋」であるが,那 須藤紋,

加藤藤紋は 「上 り藤紋」である。ζの外に花藤

紋,枝 藤紋,藤 に胡蝶紋,桐,杏 葉を加えた合

成紋もある。特に三河地方には藤紋が多く,熊

野神社の神宮鈴木一族の家紋も藤紋である。

上り藤 安藤藤 下 り藤 内藤藤

(5)梅 と梅鉢紋

梅は色と香 りの良さで昔ヵ・ら好まれ,菅 原道

真公とも縁が深いので,天 満宮は梅紋を神社紋

としている。又,氏 子の筒井,平 氏の家紋でも

ある。

(7)菱 紋

菱紋様は正倉院御物の織物にも見られる古い

図柄で,衣 服の紋様にも多 く用いられた。これ

から複雑な割菱,唐 花菱,武 田菱(武 田信玄の

用いた紋)な どの図柄も生れ,多 くの大名が家

臣にも分け与えたので菱紋は拡まった。

大内菱 四っ花菱 武田菱

(8)十 字紋,轡 紋

高山,中 川,池 田氏などのキリシタン大名が

十字紋を用いた。十字紋は久留子紋とも言い,

島津氏も始めはこれを用いたが,江 戸期に幕府

がキリス ト教を禁制したため 「丸に十字久留子
クツワ

紋」 に変 え た 。 轡 紋 は,馬 の 口 に含 ま せ る口

輪 の 形 を とっ た も の で,大 草,後 藤,久 保 田の

諸 氏 が 用 い た 。

梅 尻合わせ

三つ梅

梅鉢 加賀梅鉢

轡 三つ捻 じ轡 丸に十字

久留子
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(9)木 瓜紋
カ

木瓜紋 は案紋とも言う。案 は鳥の巣を意味す

る。案の紋様 は平安朝時代の織物や絵巻物など

にも見え美しいのでこれを用いた大名も多い。

徳大寺,織 田,遊 佐,秋 本,熊 谷,朝 倉,大 平,

池田の諸氏の家紋である。

日蓮宗橘 違橘 向橘 橘

木瓜 丸に木瓜 竪木瓜

00)巴 紋

巴は勾玉(マ ガタマ)の 形で子孫繁栄を意味

し,神 社仏閣の紋として多く用いられている。

又,渦 巻か ら流水の意をとって,防 火のマジナ

イとしても使われた。巴は日本ばか りでなく十

字や卍(マ ンジ)と 共に古代人に共通した信仰

の紋様である。

(12)牡 丹紋

牡丹は中国を代表する花で 「百花の王」「富

貴花」などと言われ,日 本に渡来 したのは奈良

朝の頃といわれる。牡丹紋は近衛,九 条家,鷹

司,灘 波氏の紋所で,菊,桐 紋に次いで格式の

高い紋と評価されている。又,興 福寺,大 乗寺,

本願寺,総 持寺などの寺院紋でもある。

枝牡丹 伊達牡丹 杏葉牡丹 鷹司牡丹

渦巻き巴 右二っ巴 右一つ巴

(11)橘 紋

橘は蜜柑の野生種で奈良時代には貴族の庭に

植 えられ,「左近の桜 と右近の橘」の風景 は平

安時代にも続いた。タチバナ紋は橘氏の代表家

紋であり,藤 原氏にもある。厂見聞諸家紋」に

は薬師寺,小 野氏の紋章として記載され,戦 国

時代には柴田氏,徳 川時代には井伊,久 世,黒

田,松 平の諸氏と90余家の旗本が橘紋を用いた

と伝えられる。日蓮宗寺院に用いている 「井筒

に橘」の紋は日蓮が井伊氏と同じ系累であるこ

とを示すものと思われる。

(13)竹,笹,雀 紋

竹 と笹 は元 来 慶 祝 に用 い られ る。 竹,笹 に雀

紋 は勧 修 寺,甘 露 寺,清 閑寺,梅 小 路,坊 城,

中御 門家 な どの紋 で あ る 。又,上 杉,伊 達,最

上,山 口,桜 井,新 井 氏 等 も これ を家紋 に した。

丸に篠付 き 上杉笹

切り竹笹

仙台笹 勧修寺笹

リンドウ

(14)竜 胆紋

リンドウは高山の山頂でも見 られる可憐な紫

色の花である。葉が笹に似ているので 「笹 リン

ドウ」とも言うが,笹 とは別の リン ドウ科の多

年草で,中 国ではその根が竜の胆のように苦い
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の で 竜 胆 と い う。 「笹 リ ン ドウ」 は村 上 源 氏 の
トモヒラ

紋章で,村 上天皇の皇子,具 平親王に始まる。

徳川時代になって,中 院,六 条,岩 倉,千 種,

東久世,久 世,植 松氏等がリンドウ紋を用いた。
アツ ミ

又,宇 多天皇の皇子敦美親王の子孫である五辻,

庭田,綾 小路,大 原,慈 光寺,清 和源氏,藤 原

氏の家紋 もリンドウ紋である。

㈹ 銭紋

永楽銭は永楽を願うの意で,六 連銭は仏教の

六道(地 獄,餓 鬼,畜 生,修 羅,人 間,天 上)

を意昧する。六道の衆生を救済してもらうので

六連銭の形になった。真田,浦 野,阿 部,海 野,

八島,八 木,小 野氏等,信 濃を中心 とした滋野

氏の一族が銭紋を用いた。

栖鳳竜胆 慈光寺竜胆 杏葉竜胆

㈲ 柏紋

柏餅を包む柏の葉は神に供える食器としても
ウラベ

使 用 され た こ とか ら,公 家 の ト部 氏 と吉 田,藤

井,萩 原,山 内,蜂 須 賀,中 川,牧 野 氏 が 用 い

た。

三柏 三柏 抱柏

㈹ 蝶紋

蝶 は美 しさ故に,洋 の東西を問わず紋様に選

ばれた。動物紋の中で最も多く,そ のバ リエー

ションは素晴 らしい。平家の代表家紋で西洞院,

平松,長 谷,交 野,石 井の公家が用い,戦 国時

代 になると関,伊 勢,織 田,池 田の諸氏も用い

た。細緻,優 美な揚葉蝶の紋は,平 家以外にも

ひろまった。

揚羽蝶 揚羽蝶 月形蝶

寛永銭 永楽通宝 六連銭

3.沖 縄の家紋

沖縄では1429年(室 町時代)佐 敷の豪族尚巴

志が郡島を統一 して琉球王国を形成し,そ の後

第二尚真王は諸制度を整え,文 化振興にも力を

つくした。当時の首里王家で用いられた織物,

什器類に巴の家紋が見られる。

朱塗凰鳳沈金曲入れ

桜に二つ巴模様びんがた風呂敷(麻)

沖縄では家紋を屋判(ヤ ーバン)と いう。家

判は王族や地頭職(本 土の庄屋に当る人),島

長(し まおさ,宮 古島では豊見親 という)等 の

士族に限られており,一 般庶民には用いられな

かったようである。意外なことに,石 垣島から

船で20分程の竹富島で数多くの屋判を見付ける

ことが出来た。竹富島の屋判は,文 字の普及 し

なかった頃に,士 族か ら人々に与えられたもの

で,織 物上手の人には,表 彰の意味を以って糸
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車の屋判が,又,美 人の系統の家には愛と美を

意味する唇の形をした屋判が与えられた。この

種の屋判は何れも南国的で素朴な楽 しさを感じ

る。

糸車の屋判 唇の屋判

主な屋判の例(竹 富島)

第三 章Lヨ ー ロ ッパの紋章

1.歴 史的背景

ヨーロッパの紋章の主流はドイツ帝国の紋章

(WAPPEN)で ある。12世紀の中頃,十 字軍

が敵,味 方の識別のために,武 装騎士の装いの

中で最も見易 く,彩 色を施し易い所として盾を

選び,そ れに紋様を描いたのが,ヨ ーロッパの

紋章の始まりで,戦 士の紋章とも言われる。そ

の後,ト ーナメント(王 室 と貴族社会のスポー

ツ大会として,王 の御前で催された騎馬戦)の

回を重ねる度に,騎 士の紋章は華やかさを加え,

表示部位も盾から兜,鎧,馬 衣へと拡がり,紋

章の構成は,兜 飾 り,兜 布を含むもの(完 全紋

章〉として規定された装飾性の強い トーナメン

ト紋章に変った。 トーナメントの初期(12～13

世紀)に,場 内整理や,伝 令,呼 び出しで監督

官の手伝いをした身分の低い使い走 りが,ト ー

ナメントに先立って行なわれた兜ショーで,出

場騎士の紋章を調査 して出場資格を審査 し,

トーナメントの記録,報 告書の提出,紋 章系譜

(紋章集)の 作成等の責任と権限をヤ手に掌握

する紋章官(HERALD)の 地位に登 りつめた

頃(14世 紀)に,ト ーナメント紋章学は確立 し,

ヨーロッパの紋章文化は最も華やかに開花 した。

又,ト ランペ ットを合図に,紋 章官が声高らか

に トーナメント出場騎士を呼出して,そ の紋章
ブ ラ 　 ゼ ン

に つ い て 説 明 した の で,ド イ ツ語 のBLASEN

(ラ ッ パ を 吹 く の 意)が フ ラ ン ス 語 の
ブ ラ ゾ 　 ン

BLAZON(紋 章又 は紋章説明の意)に なり,
プ レ 　 ズ ン

更に英語のBLAZON(紋 章の意)に 変 ったと

言われる。又その他の国の紋章の語源には ドイ

ツ語が多く,紋 章の図象が殆んど盾をベースに

してデザインされていることば,ヨ ーロッパの

紋章の流れを示すものである。武器の発達にと

もなう武装の変化は,当 然 トーナメン トに影響

し,16世 紀にその終局を迎える。古来の紋章も,

トーナメン トと運命を共にして衰退 し,紋 章官

は,遂 に,そ の職務を紋章官庁に譲った。一方,

12世紀末 には,身 分の低い市民階級の間にも,

印章の必要性から,印 章に用いる図象 と同じ紋

章を所有するものが多 くなった。これが市民紋

章の始まりである。14世紀には市民の権利は一

段 と認められ,紋 章の所有(登 録,証 明)も 義

務づ けられ,市 民意識も一層高揚 したため,手

工業者の紋章,農 民紋章,聖 職者の紋章,そ の

他,団 体,自 治体(州,市,町)の 紋章も相次

いで発生 し,古 来の紋章 と同時期(14～16世

紀)に その全盛期を迎え,そ の後 も続いた。然

し18世紀末期のフランス革命以来,一 般市民の

紋章に対する関心は薄れて,紋 章の衰退期に入

る。19世 紀末には美術,工 芸の振興にともなう
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美意識の向上とともに,紋 章に対する関心は再

び高まり,紋 章文化の再生期を迎える。20世紀

になって,実 利主義的な思想が台頭し,特 に第

二次世界大戦後は自治体,商 工業者の紋章は急

激に増加 し,宣 伝,広 告的なコマーシャルの紋

章時代に入った。ヨーロッパの紋章,特 に古来

の紋章,自 治体の紋章等の図象を色抜きで理解

することは困難であるが,こ こではモノクロ

(単色)で そのいくつかを紹介する。

2.ヨ ーロッパの国々の紋章

(1)ド イツ連邦共和国

西 ドイツは第二次世界大戦後,11の 新 しい連

邦州で構成されているが,そ れぞれの州,都 市

等の自治体の紋章や,一 族の紋章には,今 でも

中世の紋章全盛時代の歴史的紋章のモチーフを

採用 しているものが多い。

ミュンヘ ン市章(小 紋 章)

ミュンヘ ン市章(大 紋章)

5マ ルク硬貨

(2)ド イツ民主共和国

東 ドイツは伝統的な紋章の形式を放棄 し,ソ

ビエ ト連邦の革命的な紋章の型式にならって各

種の紋章を定めているが,昔 の町,共 同体,一

族の家紋等に対する関心が最近高まってきたと

言われる。

ブ ランデ ンブルグ州紋章 ドイツ民主共和国

(3)イ ギリス

伝統的意識の強い国だけであって,今 日でも

紋章の公的機関による管理と紋章登録の義務及

び法律による紋章の保護が行なわれている。又,

紋章のモチーフの豊富さにおいてイギリスを凌

ぐ国はないと言われる。スコッ トランドの紋章

は,独 自の紋章機関で管理され,相 続 した家紋

も含めて,す べて登録の義務がある。又,識 別

容易な紋章バ ッジとタータン ・チェックの紋様

との組合せは,ス コッ トランド独特のものであ

る。

イギ リス王室

ター タンチェ ックと紋章

一35一



研 究 紀 要 第28集

スコ ッ トラン ド氏族首長の紋章 ウェールズ皇子 のバ ッチ

(4)フ ランス

フランスでは紋章は装飾品並みに扱われて,

古来の紋章に対する関心は非常に薄れたと言わ

れる。然 し,18世 紀以前のフランス王の紋章の

華麗さは他に類がない。特にルイ14世の豪華な

標章,記 章(王 位を表す),全 面に装飾 を施し

た紋章マン トや紋章幕は見事である。

フランスの紋章は現在でも半円形の盾をベー

スにしたシル トハウプ トの紋章が殆んどである。

紋様のモチーフにはフランス王の紋章に現れた

「十字」 と 「百合」が多い。又完全紋章の兜飾

りと兜布の替 りに,羽 根付 きの帽子(ト ーク)

が用いられた。

フェ ラン ド市の紋章

伯爵,地 主の紋章
トー ク帽

フ ランス王室紋章1790年

(5)ス イス

スイス人は世界中で最も紋章好きだと言われ
'るだけあ

って個人紋,自 治体の紋章等すべてが

表現力にとみ,明 確で簡潔なものが多い。又,

紋章を構成する兜の替りに,自 由のシンボルで

あるウィリアム ・テル帽が多 く用いられている。

スイスの民家,建 築物は今でも個人や団体の紋

章で飾 られているものが多い。

チュー リッヒの紋章

(6)イ タリヤ

数多くの都市国家,小 国家の権力闘争と歴代

の教皇や枢機郷達の豪華趣味の故に,過 去の紋
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章の発展が促されたようである。イタリア紋章

の図象には,神 話からモチーフをとったものが

多 く見 られる。又,イ タリア程,紋 章管理の

ルーズな国はないと言われ,同 一紋又は類似の

簡単な紋章や外国の紋章に酷似 したものも多い。

アーモン ド型や楕円形の小円楯に党派章を取り

入れた紋章はイタリアの紋章の特色である。

15世 紀の盾

近代の紋章

(8)オ ランダ

オランダは,ス イス,イ ギリスと並んで紋章

に関心の深い国であるが,他 の国々の影響を強

く受けた歴史を持つ国だけに,紋 章にも余 り特

色は見 られない。貴族の紋章は,現 在も公的に

登録 し保護されているが,市 民の紋章は全 く保

護を受けない。オランダ紋章によく見 られる単

頭或いは双頭の鷲の図象は,神 聖 ローマ帝国

への所属を暗示 し,奇 形の小鳥等の図象はフラ

ンスの古来の紋章に由来すると言われる。

アムステル ダム

市紋章

(9)ベ ル ギ ー

金地に黒の

双頭ワシ

クロウ タ鳥

オ ラ ンダ王 国 か ら分 離独 立(1830年)し た 国

で あ るか ら,そ の 紋 章 には オ ラ ン ダ同様,ヨ ー

ロ ッパ の多 くの 国 々 の影 響 が見 られ る 。
オ

ユ リの紋章

古代ローマ人の盾

(7)ス ペイン,ポ ル トガル

スペインとポル トガルの紋章は,フ ランスの

流れを引くもので,多 紋地,半 円形の盾に描か

れたものが多い,ポ ル トガルはスペインに比べ

て簡単なのが特徴である。その図象の多くは,

ムーア人の圧政からの解放の喜びを表現 してい

ると言われる。

バルセロナ市の紋章

ゲント市の紋章

ベルギー王家の紋章
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⑩ デンマーク

デンマークの紋章は最も ドイツの影響を受け,

特異性はあまりない。その図象には塔,建 築物,

人間をモチーフにしたものが多 く,新 しいもの

には航海と漁業の図象も見られる。

ヘ ルシンガー市 の紋章 ス カーゲ ン市の紋 章

1634年 金貨

(11)ノ ル ウエ ー

デ ンマ ー ク と同 一 の連 合 王 国 を形 成 して い た

(1380～1814年)の ぞ,そ の紋 掌 は デ ンマ ー ク

と同 一 形式 の も の が多 い。 農民 紋 章 は この 国の

典 形 的 な もの と言 わ れ る。 又,紋 章 の継 承 と新

紋 採 用 は一 切 自由 で,誰 で も,何 時 で も,好 き

な紋 章 を選 び変 え る こ とが 出来,紋 章 に関 す る

通 念,定 説 が な い。

ヴ ィツキ ンガー市 の紋 章

(12)ス エ ーデ ン

スエ ー デ ンの 紋章 は,ド イ ツ系 の 移 民 に よっ

て普 及,発 展 した もの で,ド イ ツの 紋 章 に做 っ

た も の が多 い。 その特 色 は 国家 色 の 青 と黒 と白

を用 い た コ ン トラ ス トの強 い紋 様 と大 鹿 の よ う

な 自然 界 の 際 だ っ たモ チ ー フ,そ して ポ ス ター

的 な簡 潔 な形 と色 で あ る。

リテ ィンゴ市紋章 オ スターズ ン ド市紋章

(13)フ ィン ラ ン ド

フ ィ ン ラ ン ドは,1809年 に ロ シヤ に征 服 され

る ま で,ス エ ー デ ン帝 国 の一 部 で あ っ た ため,

そ の紋 章 は,ス エ ー デ ン と殆 ん ど同 様 で あ るが,

1917年 に独 立 を戦 い と るま で,ロ シヤ の 影 響 は

あ ま り見 うれ な い。 自治体 の紋 章 に は簡 素 で卓

越 した独 特 の もの が 多 く,最 近 と くに注 目を浴

び て い る。

クリス トウナ市紋章(森 と湖)

(14)ポ ーラン ド

ポーランドの紋章は他の国々と全然関係のな

い独自のものであったと言われる。この国で紋

章を所有する者は大部分が貴族で,彼 等 は200

位のグループに属 し,各 グループは共通の紋章

(ワッペン)を 所有し,氏 族とは無関係の場合

が多かった。紋章の図象は,抽 象的,幾 何学的

の紋様のものばか りであっ'たが14世 紀に,西

ヨーロッパと交流 してか らは,蹄 鉄,矢 等の具
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体的,現 実的な紋様も見 られるようになった。

石工組合の秘密結社(フ リーメーソン)の 紋章

も,ポ ーラン ド独特の図象のものであったと推

測される。社会主義国家で,古 い伝統的な紋章

を所有 し続けていることは注目に値する。

(16)バ ル カ ン諸 国

数 世 紀 の問,ト ル コの 支 配 下 に あ っ たバ ル カ

ン諸 国(ル ーマ ニ ヤ,ブ ル ガ リヤ,ギ リシ ャ,

ユ ー ゴス ラ ビヤ)は19世 紀 に,そ れ ぞ れ独 立 す

るが,ブ ル ガ リヤ 以 外 は西 ヨー ロ ッパ の紋 章 に

類 す るも の は殆 ん ど見 られ ず,ギ リ シヤ を 除 い

て,ソ ビエ ト連 邦 を模 範 とす る社 会主 義 人 民 共

和 国 の 国章 を所 有 す る よ うに な っ た 。

竜の勲章ブルガリヤ

ポー ラン ドのヘ ルプ

ギリシアの戦斗盾

㈹ チェコスロバキヤ

第一次世界大戦後(1918年 〉に独立国家とし

て誕生 したチェコスロバキヤ共和国では,昔 日

の支配権のシンボルであるパプスブルグ家や,

オース トリヤ皇帝の紋章を連想させる図象のも

のは,す べて都市,建 物から除かれたが,ド イ

ツやオース トリヤの紋章の特質とボー,ラン ド,

トルコ風のモチーフからなる古来の紋様が切手

等に見 られる。

紋章記念切手

第四章 諸種の紋章

次に古来の紋章以外の各種の紋章類と最近の

標章類を次に例示する。

市民紋章
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手工業者の紋章

農民印章,紋 章

ロ ン ドン市

広島県 秋田県

松坂市 茅ヶ崎市

地方自治体の紋章

聖職者の紋章

It
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第五章 むすび

日本の紋章と西洋の紋章の特徴は紋章が生れ

育った環境条件の相異から生 じたものである。

大陸における異教徒,異 民族間の絶えまなき戦

いと島国での同一民族間の勢力争い,物 質文明

の進度の差による武装の差異,キ リス ト教文化

と仏教文化を背景とする思想,表 現法の相異が

紋章の図柄,色,表 示法の差異 となって現われ

たものであろう。言い替えれば,異 質の文化が,

夫々の紋章を生み,風 俗即ち生活様式(衣,食,

住)を 作ったものであろう。カラフルで豪華な

西洋の紋章に比べ,日 本の紋章は単色で簡素な

ものが多く,恰 も油性ペイン トで描いた洋画 と

墨絵の日本画を比較するような感 じである。西

洋の紋章は盾,洋 服,洋 品類にマ ッチするもの

で,和 服に洋風の紋,洋 酒のラベルに和風の紋

章ではコーデネイ トしない。日本の紋章も西洋

のそれも,「人 と物の顔」であ り,着 用する人

或いは表示される物の性格,身 分,出 所(ル ー

ツ)を 語るものである。紋様は文化交流と自由

化が進むにしたがって,混 合 し,類 似 し,多 用

化 してきた。又,紋 章利用のウエイトも,社 会

体制の民主化と産業形態の近代化にともなって,

家紋か ら組織の紋章,商 標類へと移ってきたも

のである。物事には功罪の両面があるように,

紋章も利用の仕方でメリット,デ メリットを生

ずるものである。美しい紋章の下で連帯感,愛

社精神を育てて結束し,協 力する場合は,輝 か

しい成果をもたらすであろう。又,入 賞の順位,

功績の等級,階 級を美 しい紋様,色,材 質の標

章で識別することは好ましい。然 しバ ッチ,勲

章等を権力の維持,権 威の誇示に利用 したり,

商標権によって競走相手を締め出して利権を独

り占めすることは,機 会均等と独占禁止を標榜

する自由化と民主化の波に逆行することにもな

る。著作権や特許権のように,創 始,原 作のオ

リジナリティを公的に保護することの必要性 は
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理解出来 るが,管 理社会が自由な社会活動を規

制して権力の温床 となる恐れもあるのではない

だろうか。強いもの,美 しいものに憧れる心理

が紋章を育て,文 化を高める力をうんだことは

慥かであるが,同 時に悪用されて民主化を妨げ

た面 もあろう。まことに紋章は人間の欲望と好

奇心 を誘い出す魔力を秘めた不思議な存在であ

る。
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